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障害者差別解消法に関する三重県の取組 

 

１ 障害者差別解消法に関する県の取組 

（１）健康福祉部障がい福祉課に相談窓口を設置（平成 28 年４月）。 

（２）県職員を対象とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づ

く職員の対応に関する要領」を策定（平成 27 年 12 月）。 

（３）県職員に対する説明会を開催（所属長向け６回、一般職員向け 18 回）（平成

28 年１月～２月）。新規採用者研修や新任所属長研修において説明（平成 28 年

４月以降）。 

（４）広報啓発活動の実施 

①障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラムの開催(平成 27 年 12 月)、

②「県政だより」に特集記事の掲載(平成 28 年１月号)、③「県政チャンネル」

で啓発番組の放送（平成 28 年１月）、④伊勢新聞への啓発広告の掲載（平成 28

年３月）、⑤街頭啓発（平成 28 年３月）、⑥障害福祉サービス事業者等集団指導

時での説明(平成 28 年７月)、⑦社会保険集団指導時での医療機関への説明(平成

28年７月から平成29年２月まで)、⑧三重県障がい者差別解消セミナーの開催(平

成 28 年９月)、⑨出前トークや市町からの要請による説明(随時)。 

（５）三重県障がい者差別解消支援協議会を設置（平成 28 年８月）。平成 29 年１月

31 日に、第２回協議会を開催予定。 

 

２ 三重県障がい者差別解消支援協議会 

（１）協議会の位置づけ：障害者差別解消法第第 17 条に基づく協議会 

（２）構成員（29 名で構成） 

構成員選出の考え方：障がい者の自立と共生、社会参加に関連する分野から選出 

① 社会福祉：（社協、民生・児童委員、人権擁護委員） 

② まちづくり：（ＵＤ団体） 

③ 教育：（特別支援学校校長会、同ＰＴＡ連合会） 

④ 医療・保健：（病院協会） 

⑤ 事業者：（経営者団体、障がい者施設運営者） 

⑥ 労働者団体：（労働組合） 

⑦ 法律：（弁護士） 

⑧ 当事者：（団体・当事者（身体、知的、精神、難病等）） 

⑨ 学識経験者：（県内大学） 

⑩ 行政：（国（法務局・労働局等）、市町） 

※その他必要に応じて関係者の出席を要請することができるものとする。 

（３）運営方法 

年間２回程度開催 
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（４）役割 

① 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案や、関係機関が対応した

事案の共有。 

② 障がい者差別に関する相談体制の整備、障がい者差別の解消に資する取組の

共有・分析。 

③ 構成機関等におけるあっせん・調整等の様々な取組による紛争解決の支援。 

④ 障がい者差別の解消に資する取組の周知・発信や障がい特性の理解のための

研修・啓発。 

（５）事務局 

健康福祉部障がい福祉課 

 

 

３ 三重県の平成 29 年度の取組方針 

障害者差別解消法に基づく取組に注力することとし、三重県障がい者地域支援協

議会のネットワークを生かしつつ既存の相談窓口を活用して相談事案の対応に当

たるとともに、障がい者に対する偏見や差別意識の解消を図るための取組をより一

層進めることとする。 

① 障がい者差別に関する相談に応じ紛争の防止や解決を図るための体制の充実 

・ 相談窓口に寄せられた相談事案について既存の相談窓口と連携を図りなが

ら、適切に対応します。 

・ 三重県障がい者差別解消支援協議会のネットワークを活用し、合理的配慮

に関する好事例や啓発活動等についての情報共有を行います。 

② 市町への体制整備に向けた働きかけの実施 

・ すべての市町において、相談窓口の開設、障害者差別地域支援協議会の設

置、職員対応要領の策定と周知がなされるように働きかけを行います。 

③ 障がいを理由とする差別の解消に向けた啓発活動 

・ 相模原市で発生した事件等も考慮して、障がい者差別解消や障がいに対す

る偏見を解消するためのフォーラム等を開催します。 

・ 出前トーク等の機会を活用して、啓発物品等を活用した障害者差別解消法

の趣旨や内容の説明を行います。 

④ 三重県手話言語条例の施行を契機とした合理的配慮の提供の推進 

・ 手話の普及は、聴覚障がい者に対する合理的配慮の一例であることから、

その普及を図る中で、同時に、手話を使用する聴覚障がい者のみならず、手

話を使用しない聴覚障がい者への合理的配慮、さらには聴覚障がい者以外の

障がい者への合理的配慮についての啓発を進めます。 

⑤ スポーツを通じた障がい者に対する理解促進 

・ 平成 33 年の全国障害者スポーツ大会の開催に向けて、障がい者スポーツの

普及を図る中で、ボランティアの養成や選手の応援等を通じて、県民の間に

おける障がい者に対する理解の促進を図ります。 

⑥ 障がい者に対する虐待への対応 

・ 研修の実施、専門家チームや事例集の活用により、障がい者の虐待防止や

虐待への対応力の向上を図ります。 
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三重県障がい者差別解消支援協議会設置要綱(案) 

 

（設置） 

第１条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）第 17

条第１項の規定に基づき、三重県障がい者差別解消支援協議会（以下｢協議会｣という。）

を設置し、その組織運営に関しては、この要綱の定めるところとする。 

 

（目的） 

第２条 この協議会は、関係機関でネットワークを構築することにより、県内で関係機関が

行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例をふまえた障がいを

理由とする差別を解消するための取組を、効果的かつ円滑に実施できるようにすること

を目的とする。 

 

（協議会の事務等） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事務を行う。 

① 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案や、関係機関が対応した事案の

共有。 

② 障がい者差別に関する相談体制の整備、障がい者差別の解消に資する取組の共有・

分析。 

③ 構成機関等におけるあっせん・調整等の様々な取組による紛争解決の支援。 

④ 障がい者差別の解消に資する取組の周知・発信や障がい特性の理解のための研修・

啓発。 

⑤ その他前条の目的を達成するための事業。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、委員 30 人以内で組織する。 

 

（委員） 

第５条 協議会の委員は、三重県健康福祉部長が選任するものとする。 

２ 協議会の委員は、学識経験者、弁護士、障がい者団体、事業者、まちづくり団体、社会

福祉団体、国、市町、学校等で構成する。 

３ 協議会は、必要に応じて、有識者等に対して参加を求め、意見を聴くことができる。 

 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

  

3



（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（秘密保持義務） 

第８条 協議会の委員その他協議会に関与する者又は関与していた者は、正当な理由なく、

協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、三重県健康福祉部障がい福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28 年８月 17 日から施行する。 
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所属 役職 氏名 備考

研究者 津市立三重短期大学生活科学科 教授 長友　薫輝

法曹 三重県弁護士会 弁護士 中谷　大介

団体 三重県社会福祉協議会
事務局次長
兼福祉研修人材部長

服部　秀二

団体 三重県民生委員児童委員協議会 常任理事 速水　正美

団体 三重県人権擁護委員連合会 会長 高須　幹生

相談機関 障がい者総合相談支援センターそういん センター長 中村　弘樹

身体団体 公益社団法人三重県障害者団体連合会 会長 世古　佳清

身体団体 社会福祉法人　三重県視覚障害者協会 会長 内田　順朗

身体団体 一般社団法人三重県聴覚障害者協会 常務理事 倉野　直紀

知的団体 一般財団法人三重県知的障害者育成会 監事 小林えり子

精神団体 特定非営利活動法人三重県精神保健福祉会 理事長 山本　武之

難病団体 特定非営利活動法人三重難病連 会長 河原　洋起

経済団体 三重県経営者協会 専務理事 西場　康弘

労働団体 日本労働組合総連合会三重県連合会 副会長 金森美智子

福祉施設運営 三重県身体障害者施設協議会 会長 池田　修一

福祉施設運営 三重県知的障害者福祉協会 理事 柏木　三穂

まちづくり ＵＤ団体 ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 事務局長 野口あゆみ

病院関係団体 一般社団法人三重県病院協会 事務局長 家田　博昭

看護師関係団体 公益社団法人三重県看護協会 常任理事 若尾　典子

教育機関 三重県立特別支援学校校長会 会長 井坂　誠一

保護者 特別支援学校ＰＴＡ連絡協議会 副会長 辻井　裕子

三重労働局職業安定部職業対策課 課長 東　　昭宏

法務省津地方法務局人権擁護課 課長 武田　宣久

市町 名張市福祉子ども部 障害福祉室長 田中　資三

雇用経済部 障がい者雇用推進監 渡邉　和洋

環境生活部 参事兼人権課長 長崎　　晃

教育委員会 人権教育課長 赤塚　久生

警察本部警務部 警務課企画室長 中西　　通

健康福祉部 障がい福祉課長 西川　恵子 (事務局）

当事者及び
当事者団体

県

 三重県障がい者差別解消支援協議会委員名簿

教育

国

区分

社会福祉団体
及び関係機関

学識経験者

事業者・労働者

医療・保健

行政
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市町の障害者差別解消法に基づく取組状況 

 

 
 
今回の調査結果 

  職員対応要領の策定…策定済 65.5％ 

  相談窓口の設置………設置済 79.3％ 

  地域協議会の設置……設置済 17.2％（津市、志摩市、伊賀市、東員町、玉城町） 

 

 前回調査 

（平成 28 年２月 16 日現在）

今回調査 

（平成 28 年８月１日現在）

職員対応 

要領の策定 

策定済  １ １９ 

策定予定 １８  ４ 

未定 １０  ６ 

予定なし   

相談窓口 

の設置 

設置済  １ ２３ 

設置予定 １８  

未定 １０  ６ 

予定なし   

地域協議会

の設置 

設置済   ５ 

設置予定  ８  ３ 

未定 ２０ ２１ 

予定なし  １  
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4
月

○
○

1
2

い
な

べ
市

○
社

会
福

祉
課

大
井

田
2
7
0
5

0
5
9
4
-
7
8
-
3
5
1
1

　
○

1
3

志
摩

市
○

○
○

1
4

伊
賀

市
2
8
年

3
月

2
8
年

4
月

障
が

い
福

祉
課

障
が

い
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

上
野

丸
之

内
1
1
6

上
野

丸
之

内
1
1
6

0
5
9
5
-
2
2
-
9
6
5
6

0
5
9
5
-
2
6
-
7
7
2
5

 
2
7
年

1
2
月

広
報

誌
・
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

・
街

頭
啓

発
等

1
5

木
曽

岬
町

○
　

　
　

○
　

　
○

1
6

東
員

町
2
8
年

4
月

2
8
年

4
月

地
域

福
祉

課
大

字
山

田
1
6
0
0

0
5
9
4
-
8
6
-
2
8
0
4

○

1
7

菰
野

町
○

○
○

1
8

朝
日

町
○

○
○

1
9

川
越

町
○

○
紙

ベ
ー

ス
　

2
0

多
気

町
○

○
○

2
1

明
和

町
○

○
○

2
2

大
台

町
○

○
○

2
3

玉
城

町
未

回
答

2
4

度
会

町
2
8
年

2
～

3
月

2
8
年

4
月

 
 

 
2
8
年

3
～

4
月

広
報

誌
・
H

P

2
5

大
紀

町
2
8
年

3
月

2
8
年

4
月

健
康

福
祉

課
滝

原
1
6
1
0
-
1

0
5
9
8
-
8
6
-
2
2
1
6

2
8
年

3
月

広
報

誌
・
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

2
6

南
伊

勢
町

2
8
年

2
～

3
月

2
8
年

4
月

福
祉

課
五

ヶ
所

浦
3
0
5
7

0
5
9
9
-
6
6
-
1
1
1
4

2
8
年

2
～

3
月

広
報

誌
・
H

P
・
C

A
T
V

2
7

紀
北

町
○

○
○

2
8

御
浜

町
○

○
○

2
9

紀
宝

町
2
8
年

4
月

2
8
年

4
月

福
祉

課
鵜

殿
3
2
4

0
7
3
5
-
3
3
-
0
3
3
9

○

1
8

0
　

　
　

　
1
6

0
 

 
1
6

0

そ
の

他
（
質

問
等

）

予
定

な
し

職
員

対
応

要
領

相
談

窓
口

普
及

・
啓

発
活

動
市

町
名

※
網

掛
け

…
未

回
答

所
在

地
電

話
番

号
未

定
予

定
な

し
広

報
予

定
広

報
手

段

津
　

 市
　

要
領

策
定

以
外

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
通

知
、

そ
の

他
）
で

対
応

す
る

他
の

都
道

府
県

又
は

市
町

村
は

あ
り

ま
す

か
？

伊
勢

市
　

協
議

会
設

置
運

営
経

費
な

ど
、

国
に

よ
る

財
源

措
置

を
担

保
し

て
ほ

し
い

。
松

阪
市

　
市

民
へ

の
周

知
を

予
定

し
て

い
ま

す
が

、
県

に
お

い
て

も
周

知
活

動
を

さ
れ

る
か

と
思

い
ま

す
。

例
え

ば
、

県
と

市
合

同
で

周
知

活
動

を
す

る
な

ど
の

協
力

体
制

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

し
ょ

う
か

。
桑

名
市

　
職

員
対

応
要

領
の

策
定

等
、

雛
形

的
な

も
の

が
あ

れ
ば

い
た

だ
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

東
員

町
　

・
合

理
的

配
慮

の
捉

え
方

は
主

観
的

に
な

り
が

ち
で

あ
る

と
思

う
が

、
ど

の
よ

う
に

対
応

し
て

い
く
と

い
い

か
。

三
重

県
の

具
体

的
な

方
針

は
あ

る
の

か
。

　
　

　
 　

　
・
合

理
的

配
慮

等
を

話
し

合
う

協
議

会
は

現
自

立
支

援
協

議
会

等
と

兼
ね

て
も

い
い

か
。

自
立

支
援

協
議

会
等

に
障

害
者

差
別

解
消

法
に

お
け

る
協

議
会

を
内

包
し

て
も

い
い

か
。

紀
北

町
　

紀
北

町
と

し
て

ノ
ウ

ハ
ウ

が
な

い
た

め
、

他
市

町
の

例
等

あ
れ

ば
教

え
て

い
た

だ
け

れ
ば

あ
り

が
た

い
で

す
。

策
定

予
定

未
定

予
定

な
し

設
置

予
定

設
置

機
関

名
　

称

未
　

定

合
　

計

№
未

定

9



市
町

に
お

け
る

障
害

者
差

別
解

消
法

に
基

づ
く
取

組
状

況
調

査
結

果
一

覧
表

　
平

成
２

８
年

２
月

１
６

日
現

在
／

三
重

県
障

が
い

福
祉

課

策
定

済
み

策
定

予
定

未
定

予
定

な
し

設
置

済
み

設
置

予
定

設
置

機
関

名
称

所
在

地
電

話
番

号
未

定
予

定
な

し
広

報
済

み
広

報
予

定
広

報
手

段
未

定
予

定
な

し
設

置
済

み
設

置
予

定
未

定
予

定
な

し
策

定
済

み
策

定
予

定
検

討
中

未
定

予
定

な
し

1
津

市
2
8
年

３
月

 
2
8
年

４
月

障
が

い
福

祉
課

西
丸

之
内

2
3
-
1

0
5
9
-
2
2
9
-
3
1
5
7

 
2
8
年

４
月

広
報

 
自

立
支

援
協

議
会

に
障

害
者

差
別

解
消

法
の

専
門

部
会

を
設

置
　

 
○

2
四

日
市

市
○

○
2
7
年

1
1
月

広
報

○
○

3
伊

勢
市

2
8
年

３
月

○
2
7
年

６
月

・
1
2
月

2
8
年

４
月

広
報

紙
、

Ｈ
Ｐ

等
○

○

4
松

阪
市

2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

①
職

員
課

②
障

が
い

あ
ゆ

み
課

①
0
5
9
8
-
5
3
-
4
3
3
1

②
0
5
9
8
-
5
3
-
4
0
8
2

2
8
年

３
月

広
報

（
予

定
）

自
立

支
援

協
議

会
の

中
に

組
み

入
れ

る
こ

と
を

検
討

中
　

○

5
桑

名
市

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

障
害

福
祉

課
0
5
9
4
-
2
4
-
1
1
7
1

2
8
年

３
月

広
報

、
Ｈ

Ｐ
○

○

6
鈴

鹿
市

2
8
年

1
0
月

2
8
年

1
0
月

※
職

員
対

応
要

領
に

基
づ

く
窓

口
の

み

障
害

福
祉

課
（
通

常
の

相
談

の
み

）
2
8
年

３
月

か
ら

月
１

回
で

調
整

中

広
報

、
就

労
マ

ル
シ

ェ
、

障
が

い
者

の
じ

ん
け

ん
フ

ェ
ス

タ
等

鈴
鹿

、
亀

山
の

広
域

で
2
7
年

９
月

よ
り

障
害

者
差

別
解

消
法

検
討

会
を

開
催

し
て

い
る

　
○

7
名

張
市

2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

2
7
年

1
1

月
、

2
8
年

１
月

自
立

支
援

協
議

会
イ

ベ
ン

ト
、

市
報

等
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

8
尾

鷲
市

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

福
祉

保
健

課
中

央
町

1
0
-
4
3

0
5
9
7
-
2
3
-
8
2
0
3

2
8
年

４
月

以
降

広
報

、
Ｈ

Ｐ
、

市
職

員
研

修
○

○

9
亀

山
市

2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

①
人

事
情

報
室

②
高

齢
障

が
い

支
援

室

①
0
5
9
5
-
8
4
-
5
0
3
1

②
0
5
9
5
-
8
4
-
3
3
1
3

2
7
年

1
2
月

広
報

、
イ

ベ
ン

ト
等

で
の

啓
発

グ
ッ

ズ
配

布
○

○

1
0

鳥
羽

市
○

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

　
○

　
○

1
1

熊
野

市
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

○
〇

1
2

い
な

べ
市

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

○
　

○

1
3

志
摩

市
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

①
地

域
福

祉
課

②
障

が
い

者
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
こ

だ
ま

①
鵜

方
3
0
9
8
-
2
2

②
鵜

方
3
0
9
8
-
1

①
0
5
9
9
-
4
4
-
0
2
8
3

②
0
5
9
9
-
4
4
-
3
8
8
0

2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

○

1
4

伊
賀

市
2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

①
障

が
い

福
祉

課
②

障
が

い
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

①
上

野
丸

之
内

1
1
6

②
　

同
　

上
①

0
5
9
5
-
2
2
-
9
6
5
6

②
0
5
9
5
-
2
6
-
7
7
2
5

2
7
年

1
2
月

広
報

誌
、

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
、

街
頭

啓
発

等
　

2
8
年

４
月

○

1
5

木
曽

岬
町

○
○

○
　

○
　

○

1
6

東
員

町
2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

地
域

福
祉

課
大

字
山

田
1
6
0
0

0
5
9
4
-
8
6
-
2
8
0
4

2
8
年

３
月

○
○

1
7

菰
野

町
○

○
2
8
年

３
～

４
月

頃
で

検
討

中
広

報
誌

○
○

1
8

朝
日

町
○

○
○

○
○

1
9

川
越

町
○

○
時

期
未

定
電

子
及

び
紙

媒
体

○
○

2
0

多
気

町
○

○
○

○
○

2
1

明
和

町
○

○
○

○
○

2
2

大
台

町
○

○
○

○
○

2
3

玉
城

町
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

生
活

福
祉

課
分

室
地

域
包

括
支

援
室

勝
田

4
8
7
6
-
1

0
5
9
6
-
5
8
-
7
3
7
3

2
8
年

３
月

広
報

誌
　

高
齢

者
等

虐
待

防
止

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

を
協

議
会

と
み

な
す

予
定

　
※

「
等

」
の

中
に

障
が

い
者

を
含

め
会

議
を

行
っ

て
い

る

　
○

2
4

度
会

町
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

広
報

誌
地

域
自

立
支

援
協

議
会

で
兼

ね
る

予
定

　
 

○

2
5

大
紀

町
2
8
年

３
月

2
8
年

４
月

健
康

福
祉

課
滝

原
1
6
1
0
-
1

0
5
9
8
-
8
6
-
2
2
1
6

2
8
年

３
月

　
○

○

2
6

南
伊

勢
町

2
8
年

２
月

2
8
年

２
月

　
福

祉
課

五
ヶ

所
浦

3
0
5
7

0
5
9
9
-
6
6
-
1
1
1
4

2
8
年

２
月

　
広

報
紙

、
Ｈ

Ｐ
○

○

2
7

紀
北

町
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

時
期

未
定

広
報

紙
ま

た
は

Ｈ
Ｐ

、
行

政
放

送
番

組
○

○

2
8

御
浜

町
○

○
○

○
○

2
9

紀
宝

町
2
8
年

４
月

2
8
年

４
月

福
祉

課
鵜

殿
3
2
4

0
7
3
5
-
3
3
-
0
3
3
9

2
8
年

４
月

○
○

1
1
8

1
0

0
1

1
8

1
0

0
6

1
8

－
6

0
0

8
2
0

1
0

1
3

2
1

4

そ
の

他
（
質

問
等

）

障
が

い
者

の
権

利
擁

護
、

差
別

解
消

等
に

関
す

る
条

例

合
　

計
－

鈴
鹿

市
…

店
舗

、
企

業
な

ど
へ

の
指

導
は

、
ど

こ
が

行
う

か
？

尾
鷲

市
…

２
月

に
開

催
さ

れ
た

県
の

職
員

研
修

の
講

師
を

教
え

て
い

た
だ

き
た

い
。

東
員

町
…

①
合

理
的

配
慮

の
捉

え
方

は
主

観
的

に
な

り
が

ち
で

あ
る

と
思

う
が

、
ど

の
よ

う
に

対
応

し
て

い
く
と

い
い

か
。

三
重

県
の

具
体

的
な

方
針

は
あ

る
の

か
。

　
　

　
　

　
　

②
合

理
的

配
慮

等
を

話
し

合
う

協
議

会
は

現
自

立
支

援
協

議
会

等
と

兼
ね

て
も

い
い

か
。

　
　

　
　

　
　

　
 自

立
支

援
協

議
会

等
に

障
害

者
差

別
解

消
法

に
お

け
る

協
議

会
を

内
包

し
て

も
い

い
か

。

№
市

町
名

職
員

対
応

要
領

相
談

窓
口

普
及

・
啓

発
活

動
障

害
者

差
別

解
消

支
援

協
議

会
の

設
置

10



市
町

に
お

け
る

障
害

者
差

別
解

消
法

に
基

づ
く
取

組
状

況
調

査
結

果
一

覧
表

策
定

済
み

策
定

予
定

未
定

予
定

な
し

設
置

済
み

設
置

機
関

名
称

所
在

地
電

話
番

号
設

置
予

定
未

定
予

定
な

し
設

置
済

み
設

置
予

定
未

定
予

定
な

し

1
津

市
2
8
年

４
月

　
 

2
8
年

４
月

①
障

が
い

福
祉

課
②

障
が

い
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

①
西

丸
之

内
2
3
-
1

②
大

門
7
-
1
5

①
0
5
9
-
2
2
9
-
3
1
5
7

②
0
5
9
-
2
7
2
-
4
5
5
4

　
 

2
8
年

４
月

 
　

 

2
四

日
市

市
2
9
年

３
月

頃
　

2
8
年

４
月

障
害

福
祉

課
諏

訪
町

1
-
5

0
5
9
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○
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２
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○
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②
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①
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②
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○
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４
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４
月
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町

2
-
3
7

0
5
9
4
-
2
4
-
1
1
7
1

 
○

6
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市
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年

1
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月

2
8
年

４
月
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8
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３
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名
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３
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４
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鴻
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台
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４
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４
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祉
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①
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①
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②
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3

　
○
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0

鳥
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市
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年
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2
8
年
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月

健
康

福
祉
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高

齢
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障
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係
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町
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9
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1
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○

1
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祉
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所
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○
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２
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月
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会
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4
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1

 
○
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3

志
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市
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2
8
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月

①
地
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祉
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②
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談
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援
セ

ン
タ
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①
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方
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2
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②
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3
0
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1
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ラ
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フ

あ
ご

3
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①
0
5
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4
4
-
0
2
8
3

②
0
5
9
9
-
4
4
-
3
3
8
0

 
2
8
年

４
月

 

1
4

伊
賀

市
2
8
年

６
月

　
2
8
年

６
月

①
障

が
い

福
祉

課
②

障
が

い
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

　
　

（
福

祉
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談
調

整
課

内
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①
②

上
野

丸
之

内
1
1
6

①
0
5
9
5
-
2
2
-
9
6
5
6

②
0
5
9
5
-
2
2
-
9
6
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2
8
年

６
月

 

1
5

木
曽

岬
町

2
8
年

４
月

 
2
8
年

４
月

福
祉

健
康

課
大

字
西

対
海

地
2
5
1

0
5
6
7
-
6
8
-
6
1
0
4

 
　

○

1
6

東
員

町
2
8
年

４
月

　
2
8
年

４
月
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祉

課
大

字
山

田
1
6
0
0

0
5
9
4
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8
6
-
2
8
0
4

　
2
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年

４
月

　

1
7

菰
野

町
2
8
年

６
月

　
2
8
年

６
月

健
康

福
祉

課
大

字
潤

田
1
2
5
0

0
5
9
-
3
9
1
-
1
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○

1
8
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町
○

○
○
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9

川
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○
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○
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0
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○

○
○
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○
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月

福
祉
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字
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上
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5
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5
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○
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○
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４
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４
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４
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４
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－
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相談の状況（平成 28 年４月１日から６月 30 日まで） 

 

１ 相談件数 

 

相談窓口 障がい福祉課 人権教育課 

件数(件) ６ １ 

※ 障がい福祉課６件の中に、人権教育課１件が重複しています。 

 

 

２ 相談種別 

 

相談種別 件数(件) 

不当な差別的取扱い  

合理的配慮の不提供 ２ 

雇用 ２ 

虐待  

苦情 ２ 

その他  

合計 ６ 
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